
平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

四

五

号

金
正
男
氏
来
日
時
の
外
務
省
及
び
外
務
大
臣
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

宗

男
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金
正
男
氏
来
日
時
の
外
務
省
及
び
外
務
大
臣
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
一
四
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
者
が
、
北
朝
鮮
の
金
正
日
国
防
委
員
長
の
子
で
あ
る
金
正
男
氏

で
あ
っ
た
と
確
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
我
が
国
の
報
道
機
関
は
一
斉
に
金
正
男
氏
が
来
日
し
た
と
報
じ
て
い
る
。
で
は
、
二
〇
〇
一
年
五

月
、
北
朝
鮮
の
国
家
指
導
者
で
あ
る
金
正
日
氏
の
息
子
で
あ
る
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
（
以
下
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ

る
者
」
と
い
う
。
）
が
来
日
し
、
入
国
管
理
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
件
（
以
下
、
「
事
件
」
と
い
う
。
）
が
起
き

た
と
承
知
す
る
が
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
の
来
日
目
的
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
は
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
法
務
省
入
国
管
理
局
の
管
理
下
に
お
か
れ
、
す
ぐ
日
本
を
出
国
さ
せ

ら
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
の
入
国
が
確
認
さ
れ
た
時
、
分
、
出
国
さ
せ
ら
れ
た
時
、
分
及
び

出
国
方
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
事
件
」
に
対
し
て
、
当
時
外
務
大
臣
を
務
め
て
い
た
田
中
�
紀
子
氏
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
か
。
い
つ
「
金
正

男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
の
来
日
を
知
り
、
知
っ
た
後
に
ど
の
よ
う
な
初
動
対
応
を
と
っ
た
か
。
外
務
省
の
ど
の
部
局
に
ど
の

一



よ
う
な
対
応
を
と
る
よ
う
指
示
を
出
し
た
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
「
田
中
�
紀
子
氏
が
外
務
大
臣
の
任
に
就
い
て
い
た
時
期
に
、
北
朝
鮮
に
よ
る
邦
人
拉
致
問
題

（
以
下
、
「
拉
致
問
題
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
外
務
大
臣
と
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
た
か
」
、
及
び
「
外

務
大
臣
の
任
に
就
い
て
い
た
時
に
、
『
拉
致
問
題
』
を
本
気
で
解
決
し
よ
う
と
考
え
、
外
務
省
の
然
る
べ
き
部
局
に
ど
の
よ

う
な
指
示
を
出
し
て
い
た
か
」
と
の
問
に
対
し
、
「
田
中
外
務
大
臣
（
当
時
）
は
、
例
え
ば
平
成
十
三
年
六
月
二
十
日
の
衆

議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、
拉
致
問
題
は
本
当
に
許
し
難
い
こ
と
で
あ
り
容
認
で
き
な
い
と
の
認
識
を
示
す
と
と
も
に
、

同
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
を
早
期
に
実
現
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
く
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
は
「
外
務
大
臣
の
任
に
就
い
て
い
た
時
に
、
『
拉
致
問
題
』
を
本
気
で
解

決
し
よ
う
と
考
え
、
外
務
省
の
然
る
べ
き
部
局
に
ど
の
よ
う
な
指
示
を
出
し
て
い
た
か
」
の
問
に
対
す
る
答
え
に
な
っ
て
い

な
い
。
田
中
�
紀
子
氏
が
外
務
大
臣
の
任
に
就
い
て
い
た
時
期
に
「
拉
致
問
題
」
を
本
気
で
解
決
し
よ
う
と
考
え
、
外
務
省

の
然
る
べ
き
部
局
に
ど
の
よ
う
な
指
示
を
出
し
て
い
た
の
か
、
再
度
質
問
す
る
。

五

「
事
件
」
に
際
し
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
が
我
が
国
を
す
ぐ
出
国
さ
せ
ら
れ
た
理
由
如
何
。
「
金
正
男
氏
と
思

わ
れ
る
者
」
に
対
し
て
十
分
な
取
り
調
べ
は
な
さ
れ
た
の
か
。

二



六

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
「
本
邦
に
不
法
入
国
し
た
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
に
お
い
て
、
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
必

要
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
調

査
が
行
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
調
査
の
結
果
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
は
ど
こ
の
国
籍
及
び
旅
券
を
有
す
る
人
物
で

あ
っ
た
の
か
、
ま
た
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

一
般
に
、
外
国
人
に
よ
る
我
が
国
へ
の
不
法
入
国
が
発
覚
し
た
際
、
ど
の
よ
う
な
事
務
手
続
き
が
と
ら
れ
、
不
法
入
国
し

た
外
国
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
が
と
ら
れ
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

八

一
般
に
、
外
国
人
に
よ
る
我
が
国
へ
の
不
法
入
国
が
発
覚
し
た
際
、
外
務
大
臣
及
び
法
務
大
臣
が
当
該
外
国
人
へ
の
対
応

に
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
あ
る
か
。

九

一
般
に
、
外
国
人
に
よ
る
我
が
国
へ
の
不
法
入
国
が
発
覚
し
、
当
該
外
国
人
を
我
が
国
か
ら
出
国
さ
せ
る
際
に
、
我
が
国

の
外
務
省
職
員
が
同
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
。

十

「
事
件
」
の
際
、
当
時
の
田
中
�
紀
子
外
務
大
臣
と
森
山
�
弓
法
務
大
臣
に
対
し
て
招
集
が
か
け
ら
れ
、
両
大
臣
が
直
接

「
事
件
」
に
対
応
し
た
事
実
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
応
が
と
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

十
一

「
事
件
」
の
際
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
を
我
が
国
か
ら
出
国
さ
せ
る
際
に
、
我
が
国
の
外
務
省
職
員
が
同
行

三



し
た
事
実
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
応
が
と
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

十
二

「
事
件
」
の
際
、
我
が
国
の
新
聞
始
め
各
メ
デ
ィ
ア
は
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
を
金
正
男
氏
で
あ
る
と
報
じ

て
い
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
政
府
が
「
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
者
が
、
北
朝
鮮
の
金
正
日
国
防
委
員
長
の
子
で
あ

る
金
正
男
氏
で
あ
っ
た
と
確
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
の
な
ら
ば
、
当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
は
間

違
っ
て
お
り
、
デ
タ
ラ
メ
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
良
い
か
。
政
府
も
そ
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。
確
認
を
求
め

る
。

右
質
問
す
る
。

四


